


事業区分
（所管省庁） 対象事業、事後評価項目及び内容

道路・街路事業 対象事業：
（国土交通省） ①道路改築事業、

  ・改良延長Ｌ＝５ｋｍ以上もしくは再評価実施事業
②交通安全施設等整備事業、災害防除事業

・再評価実施事業
③街路事業

・改良延長Ｌ＝１ｋｍ以上もしくは再評価実施事業
事後評価項目及び内容：
①事業の効果

・交通量の状況
  ・旅行速度の向上
  ・交通事故の状況
②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
  ・良好な環境の保全・形成
  ・リサイクルへの取組み

・事業による環境の変化
③事業を巡る社会経済情勢等の変化
  ・物流効率化の支援
  ・中心市街地の活性化
  ・都市圏の交通円滑化の推進
  ・地域・都市の基盤の形成
  ・地域づくりの支援
  ・安全な生活環境の確保
  ・道路の防災対策・危機管理の充実
④県民の意見
  ・利用者、地域住民の満足度
⑤再評価の経緯

・再評価結果への対応状況
⑥今後の課題等
  ・改善措置の必要性と対応方針

河川事業 対象事業：河川改修事業、河川環境整備事業、ダム建設、ダム周辺環境整備
事業

ダム事業 ・原則として一連の整備効果を発現する区間の整備が完了した事業で全体事
業費が６億円以上の事業もしくは再評価実施事業

（国土交通省）
事後評価項目及び内容：
①事業の効果

・洪水被害軽減効果
・費用対効果

②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
・事業において環境に配慮した事項
・事業の実施による環境の変化

③事業を巡る社会経済情勢等の変化
・計画時と比べた社会情勢（土地利用、産業等）の変化

④県民の意見
・安全安心の向上からの満足度

⑤再評価の経緯
・再評価結果への対応状況

⑥今後の課題等
・改善措置の必要性と対応方針



事業区分
（所管省庁） 対象事業、事後評価項目及び内容

砂防等事業 対象事業：砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業、地すべり対策事業
（国土交通省） ・全体事業費が５億円以上で全体計画完了事業もしくは再評価実施事業

事後評価項目及び内容：
①事業の効果
  ・土砂災害発生の状況
  ・土砂流出等による被害軽減効果
  ・社会情勢の変化を含めた費用対効果の検証
②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
  ・環境への配慮と実施後の状況
  ・景観に対する配慮と実施後の状況
③事業を巡る社会経済情勢等の変化
  ・計画時点からの情勢の変化の把握
④県民の意見
  ・安全安心の向上からの満足度
⑤再評価の経緯

・再評価結果への対応状況
⑥今後の課題等
  ・改善措置の必要性と対応方針

港湾事業 対象事業：港湾改修事業、港湾環境整備事業
（国土交通省） ・全体事業費が１０億円以上の事業もしくは再評価実施事業

事後評価項目及び内容：
①事業の効果
  ・需要（貨物取扱量や利用者等）の量的・質的な変化
  ・効率性の変化等による費用対効果の検証
②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化

・環境面への配慮事項とその効果
・事業箇所周辺の環境の変化

③事業を巡る社会経済情勢等の変化
・計画時点からの情勢の変化の把握

④県民の意見
・港湾利用者等の意見の集約（アンケート調査等）

⑤再評価の経緯
・再評価結果への対応状況

⑥今後の課題等
・事業実施による課題
・改善措置の必要性
・今後の事業への対応方針



事業区分
（所管省庁） 対象事業、事後評価項目及び内容

海岸事業 対象事業：高潮対策事業、侵食対策事業、海岸環境整備事業
（国土交通省） ・全体事業費が１５億円以上の事業もしくは再評価実施事業

事後評価項目及び内容：
①事業の効果

・被害軽減効果。
・利用状況、背後の施設との相乗効果についての評価

②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
・事業において、環境に配慮した事項、事業の実施による環境の変化

③事業を巡る社会経済情勢等の変化
・背後の防護対象の変化
・背後の利用状況の変化

④県民の意見
・安全安心の向上からの満足度
・利用に関する満足度

⑤再評価の経緯
・再評価結果への対応状況

⑥今後の課題等
・事業実施上の問題点
・改善措置の必要性
・今後実施する事業への留意事項

公営住宅整備事業 対象事業：公営住宅整備事業
（国土交通省） ・新規事業及び建替事業

事後評価項目及び内容
①事業の効果

○福祉的効果
・住宅困窮世帯への対応（需要の検証）
・高齢社会への対応

○安全確保
・共同施設等
・防犯性、防火性の向上

○地域波及効果
・コミュニティの活性化
・人口の定住化
・地域産業の振興

○政策誘導効果
・バリアフリー化の推進
・最低居住水準の確保

○空家率
・空家戸数／供給戸数（空家戸数：１年以上空家の戸数）

②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
・自然環境への影響
・生活環境への影響

③事業を巡る社会経済情勢等の変化
・計画時点からの情勢の変化

④県民の意見
・入居者の満足度
・市町村等の意見

⑤再評価の経緯
・再評価結果への対応状況

⑥今後の課題等
・改善措置の必要性
・更なる効果増進のための提案等



事業区分
（所管省庁） 対象事業、事後評価項目及び内容

農業農村整備事業 対象事業：
（農林水産省） ①経営体育成基盤整備事業等（ほ場の面整備を行うもの）
水産基盤整備事業   ・総事業費１０億円以上かつ、受益面積１００ｈａ以上
（水産庁） ②かんがい排水事業、湛水防除事業、防災ダム事業、ため池等整備事業、経

営体育成基盤整備事業（ほ場の面整備を実施しないもの）、土地改良総合整
備事業、畑地帯総合整備事業等

・総事業費１０億円以上、かつ受益面積１５０ｈａ以上
③一般農道、農林漁業用揮発油税財源身替農道、ふるさと農道、広域農道整
備事業

・総事業費１０億円以上、かつ整備延長３ｋｍ以上の事業
④中山間地域総合整備事業、農村振興総合整備事業、地域用水環境整備事業
他

・総事業費１０億円以上
⑤水産基盤整備事業

・総事業費１０億円以上
＊上記以外の事業については、その事業の内容から上記の何れかの事業の種
類で判断する。
事後評価項目及び内容：
①事業の効果
  ○直接的効果
・費用対効果分析
・費用対効果分析以外の定量化（金額換算）できない効果
・施設の管理状況（アンケート調査等）

  ○間接的効果
・波及的効果
・事業実施により間接的に生じたと考えられる効果

②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
・環境面への配慮
・事業実施中に配慮した事項
・環境の変化
・現在の状況

③事業を巡る社会経済情勢等の変化
・計画時と現在の社会状況の変化
・事業実施による変化

④県民の意見
・事業内容に応じた県民の意見を徴収（アンケート調査等）
・県民の意見の内容について取りまとめのうえ評価

⑤再評価の経緯
・再評価結果への対応状況

⑥今後の課題等
・事業実施による課題と留意点
・課題への対応方針（改善措置）
・改善措置の必要性や更なる効果増進のための提案等



事業区分
（所管省庁） 対象事業、事後評価項目及び内容

治山事業 対象事業：治山事業
（林野庁） ・再評価実施事業かつ総事業費１０億円以上

事後評価項目及び内容：
①事業の効果

・費用対効果分析
・事業効果の発現状況
・人家、農地、道路等への被害軽減効果
・事業により整備された施設の管理状況

②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
・環境への配慮と実施後の状況
・景観に対する配慮と実施後の状況

③事業を巡る社会経済情勢等の変化
・計画時点からの情勢の変化

④県民の意見
・安全安心の向上からの満足度（アンケート調査等）

⑤再評価の経緯
・再評価結果への対応状況

⑥今後の課題等
・事業実施による課題と対応方針

森林整備事業 対象事業:林道事業

（林野庁） ・森林基幹道（広域基幹林道）かつ再評価実施事業かつ総事業費１０億円
以上
事後評価項目及び内容
①事業の効果
  ・費用対効果（費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化）
  ・林業生産性の向上（作業方法・コスト）
  ・関連施設の利用状況変化
  ・利用量の状況
  ・採択時に想定されなかった効果
②事業の環境面への配慮及び事業による環境の変化
  ・自然環境に与える影響
  ・林業従事者の就労条件の改善（到達時間）
  ・山村地域の生活環境の改善（一般交通利用）
  ・代替機能（バイパス、迂回路）
  ・森林整備に対する取組の変化（森林整備量の変化）
  ・地元住民の理解・協力の度合い
③事業を巡る社会経済情勢等の変化
  ・周辺集落の人口の動向
  ・森林・木材産業を巡る情勢の変化
  ・林道周辺新規施設等整備状況（林業用、森林利用）
④県民の意見

・森林所有者・林業関係者の意見
・地域住民等の意見

⑤林道の管理状況
  ・林道の維持管理（道路状況・維持管理費）
  ・災害の発生状況（被害状況・復旧事業費）
⑥再評価の経緯

・再評価結果への対応状況
⑦今後の課題等

・課題・留意点の有無とその理由
・課題への対応方針
・今後の事業に適用すべき事項とその理由


